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患者様とのつながりを大切に 

《健康》《感動》《笑顔》を作る施術を行っています。 

     一宮市三条字道東 53番地 2  ℡0586-58-4800 

診療･施術時間 午前 8:00～12：00 午後 3：00～7：00（木曜午後と日曜は休診） 

ふるさと納税 

 ふるさと納税がテレビ、新聞で紹介さ

れ過熱気味です。住民税の２割以下の金

額を寄付すると有利だと言われていま

す。例えば、合計で５万円寄付すると翌

年の税金が国と地方で４万８千円少なく

なるので２千円の負担になります。お礼

が２千円以上だとお得になるという仕組

で、寄付をすると得をするという摩訶不

思議な制度です。将来多少厳しくなると

言われています。 

【「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
４
つ
の
注
意
点
】 

 

平
成
二
十
八
年
一
月
か
ら
、
い
よ
い
よ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
が

開
始
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
「
企
業
」
と
し
て
注
意
す
る

べ
き
４
点
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
１
つ
目
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
は
税
分
野
や
社
会
保
障
な
ど
、
利
用
範
囲
が
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
利
用
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
つ

目
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
分
野
以
外
で
は
、
提
供
し
て
も
ら
う

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
係
な
い
業
務
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
は
受
け
取
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
３
つ
目
は
、
本
人
か

ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を
受
け
る
際
に
は
、
そ
の
都
度
、
本
人

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
４
つ
目

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
漏
え
い
な
ど
の
防
止
、
そ
の
他
適
切
な
管
理

の
た
め
の
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

以
上
が
最
も
基
本
的
な
注
意
点
に
な 

り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
制
度
面 

と
シ
ス
テ
ム
面
の
両
方
か
ら
、
個
人 

情
報
を
保
護
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い 

ま
す
。
制
度
面
で
は
、
法
律
に
違
反 

し
た
場
合
の
罰
則
が
あ
り
、
従
来
よ 

り
重
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
第
三 

者
機
関
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か
監

視
・
監
督
を
行
い
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
面
で
は
通
信
す
る
場
合
は
暗

号
化
が
な
さ
れ
、
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
人
も
制
限
さ
れ

ま
す
。
ま
た
個
人
情
報
を
一
元
管
理
す
る
の
で
は
な
く
、
分
散
し

て
管
理
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
導
入
に
よ
っ
て
効

率
性
や
透
明
性
が
高
ま
り
、
よ
り
公
平
で
公
正
な
社
会
が
実
現
す

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
で
す
ね
。 

   

〒491-0873 

一宮市せんい２－９－１６ ササキセルムビル２Ｆ 

電話：0586-75-5415 FAX：0586-75-5405 

http://next-asahi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「良い質問」が「良い答え」を連れてくる】 

 

ミスをした部下に、あなたならどちらの声がけをするでしょう。 

「なぜミスをしたんだ？」 

「どうしたらミスをくり返さなくなるだろう？」 

質問する力を「質問力」と呼び、ひとつの能力としてクローズア

ップされるようになりました。「問いを立てる力」と言い換えても

いいでしょう。質問の仕方や問いの立て方で引き出される答えが

変わってくるので、「相手が打ちやすい球」を投げましょうという

わけです。先ほどの例でいえば、「なぜ」で理由を聞いてしまうと

相手は言い訳を考え始めますが、「どうしたら？」と問いかけると

自分で解決策を探すようになるそうです。世の中にはいくつかの

有名な問いがあります。 

例えば、マネジメントの父と称されたピーター・ドラッカーの「何

のための経営か」、経営学者セオドア・レビットの「わが社は本当

はどんな商売をしているのか？」。どちらも時代を超えた名言であ

り、本質を突いた問いでしょう。上手な質問によって交渉相手の

本音を引き出したり、機転を利かせた問いかけでピンチを切り抜

けたりと、商売でも質問力がものをいう場面は少なくありません。 

ところで、肝心なのは「上手な質問」の中身でしょう。興味本位

で自分が聞きたいことだけをポンポン投げかけても相手は打ち返 

してくれません。双方にとってのスト 

ライクゾーンに入る質問、つまり自分 

は聞きたいし相手は話したい（答えた 

い）と思っている質問を投げかけるこ 

とができたら、商売に限らず人間関係 

全般がスムーズに運ぶのではないでし

ょうか。質問力は一種の能力なので訓練で上達します。では、質

問力がアップするひとつのテクニックをご紹介します。 

相手の本音が知りたいときは、何か相談事を持ちかけてアドバイ

スを求めてみてください。人はアドバイスを求められると「もし

自分だったら？」と想像して、警戒することなく自分の考えを話

してくれるそうです。さりげなく聞いてみましょう。 

「あなたならどうしますか？」 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
生
ま
れ

の
経
営
学
者
で
あ
る
ピ

ー
タ
ー
・
ド
ラ
ッ
カ
ー

の
言
葉
。
手
が
込
ん
だ

こ
と
を
し
て
も
徒
労
に

終
わ
る
こ
と
は
多
い
。

物
事
の
本
質
を
見
極
め

て
シ
ン
プ
ル
に
考
え
よ

う
。 

【今月の教えてキーワード：株主提案権】 

 
株
主
が
株
主
総
会

で
議
案
を
提
出
す

る
権
利
の
こ
と
。
総

株
主
の
議
決
権
の

１
％
以
上
ま
た
は

３
０
０
個
以
上
の

議
決
権
を
６
カ
月

以
上
前
か
ら
保
有

す
る
株
主
が
、
株
主

総
会
の
８
週
間
前

ま
で
に
取
締
役
に

対
し
て
書
面
で
請

求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
複
数
の
株
主

が
議
決
権
数
を
合

算
し
て
要
件
を
満

た
せ
ば
共
同
提
案

も
で
き
る
。
通
常
、

経
営
陣
の
考
え
と

は
異
な
る
内
容
が

出
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
提
案
し
た

議
案
が
１
０
％
以

上
の
賛
成
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
場
合
、

同
内
容
の
議
案
は

３
年
間
提
出
で
き

な
い
。 

《無料相続相談》実施中です 
 
皆様のお近くにお困りの方、不安
をお持ちの方がおみえでしたら 
お気軽にお声をかけて下さい。 

℡０５８６-７５-５４１５ 

 
 


